
3　計画の進め方と施策・事業

《基本目標》

・（1艶地域におげる子育ての支援

　都市化や核家族化の進行、新しい市民の増加、隣近所や地域とのかかわりが薄れる中で、

「子どものことで心配だが身近に相談する人がいない」、「子どもを預けられるような施設や

体制がない、分からない」などで育児への不安や、負担感を持つ方’々が増えています。

　そのため、子育て情報の提供や保育サービスの充実を図り、子育てをする親同士の交流の

場の提供、地域での見守りなど、子育て家庭への支援を図ります。

ア地域における子育て支援サービスの充実

　次代を担う子ども達が地域とのかかわりの中で、健やかに生まれ育つことができる総合的

な子育て支援サービスの充実を図ります。

①居宅において児童の養育を支援する事業

推進事業 事業の内容 H21現在 H26目標 摘要 担当

1ファミリーサポート・セ 育児や介護を受けたい人と
ンター事業の推進 行える人たちが会員になり、有

料で互いに援助しあう会員組織

ﾌ事業を行い、子育てを支援す
1か所 1か所

児童家

?ﾛ

る

2赤ちゃん訪問の実施　　　　　　　　’ 生後2か月までに保健師が訪
（乳児家庭全戸訪問事業） 問し、乳児や母親の心身の状

況等を把握し、子育て情報の提

氓竏邇剳s安等に関する相談
実施中 継続 H21370人

健康推

i課

や指導を行う

②保育所等施設で児童の養育を支援する事業

推進事業 事業の内容 H21現在 H26目標 摘要 担当

1旅課後児童健全育成
幕ﾆ（学童クラブ）の充

ﾀ

　放課後に保護者のいない留

迚ﾆ庭の小学生1～3年生に対
ｷる健全育成事業の充実を図

驍ﾆともに4年生の入所について

沒｢する

　9か所

ﾀ績見込
S50人

闊�S30人

　9か所

ﾀ績見込
S60人

闊�S40人

児童家

?ﾛ

2一時保育事業の推進 　保護者の疾病や就業、リフレ

bシニにより一時的に児童の保

轤ｪ必要なとき保育園で預かる

幕ﾆを拡大する

2か所 3か所
児童家

?ﾛ

3病児・病後児保育事

ﾆの検討

　疾病にかかっている6歳未満

ﾌ児童を、保育所、病院等にお

｢て適当な設備を備え、保育を

sうことを検討する

検討 検討
児童家

?ﾛ
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4子育て短期支援事業 保護者の疾病等の理由によ
（ショートステイ事業）の

юi
り、家庭で児童の養育が困難な

ﾆき、児童養護施設で一時的に
1か所 1か所

児童家

?ﾛ
養育する

5子育て短期支援事業 保護者の仕事等の理由によ 児童養護施設の
（トワイライトステイ事業）

ﾌ推進

り、家庭で児童の養育が困難な

ﾆき、児童養護施設で夜間、休 一 検討
受入れ体制整備
ｪ実施の前提とな

児童家

?ﾛ
日に養育する る

6幼稚園における預かり 保護者の就業等に対応する

保育事業 ため、保育時間終了後も幼稚園 全園 三園 管理課

で預かる

③保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業

推進事業 事業の内容 H21現在 H26目標 摘要 担当

1地域子育て支援セン

^ー事業の推進

　子育て中の親子の支i援のた

ﾟ常設の基幹となる施設を整備

ｷるとともに地域の保育園を利

pして、遊びや交流の場を提

氈A子育てサークル支援を行う

4か所
i保育園4）

　3か所
i専用施設1

ﾛ育園2）

H22に常設の専

p施設の運営
J始

保育園

2子育て相談（保育園）

ﾌ充実
　保育園において地域活動事

ﾆなどで子育て相談や情報提

氓�sう

全園 全園 保育園

3家庭児童相談・児童

s待相談の充実
　家庭における児童の健全育

ｬを図る育児相談や児童虐待

樺k及び指導等を行う

相談員

P人

相談員

Q人’

児童家

?ﾛ

4発達発育相談の充実 　心や体の発達、言葉の発達

ﾈど保健師や発達支援センター

ｪ相談を受け、指導を行う

実施中 継続
健康推

i課他

5シルバー世代による
q育てサポータークラブ

ﾌ設立（新規）

常設の子育て支援センターや

剴ｶセンターを拠点に、シルバ

[世代が子育てアドバイスや昔

Vび等の交流活動を行う

検討 　H23
ﾝ立予定

児童家

?ﾛ

④子育て支援事業に関する情報の提供

推進事業 事業の内容 H21現在 H26目標 摘要 担当

1子育てテレホンサービ
X（ホットライン）

　幼児から小中学生までを対

ﾛにした24時間テープによる子

轤ﾄ情報の提供を行う
実施中 継続

青少年

@課

2子どもホームページ
iエルフィンキッズ）の開

ﾝ

　イベント情報、サークル・団体

ﾐ介、体験報告や相談などを行
､

実施中 継続
青少年

@課

3子育てガイドのホーム

yージ作成

　地域の多様な子育て支援サービス情報を一元的に把握し、

?p者への情報提供や利用助

ｷを図る

作成済

庶檮X新
随時更新

児童家

?ﾛ

4子育てガイドマップの

ｭ行
　公園や病院、保育園、公共

{設など子育て関係施設のマッ

vを作成し配布する

作成済

庶檮X新
随時更新

児童家

?ﾛ

イ保育サービスの充実

　子ども自身の幸せを第一に考えるとともに、利用者の生活実態やニーズを踏まえて、子育

て家庭への支援となる保育サービスの充実をめざしていきます。
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推進事業 事業め内容 H21現在 H26目標 摘要 担当

1通常保育事業の充実

@片

　保育需要の増加に対応した

�ｯ入れ体制の整備や定員増

�}る

定員

U05人

定員

U40人

児童家

?ﾛ

2乳児保育事業の推進 　生後7週目以後の乳児の保

轤�iめる
8園 8園

児童家

?ﾛ
3障がい児保育事業の

юi
　障がいを持つ子どもの保育を

iめる
7園 7園

児童家

?ﾛ
4広域入所事業の推進 　勤務先が他市町村の場合、

s町村を超えて相互に保育園

凾ﾌ受入を行う

8園 8園
児童家

?ﾛ

5延長保育事業の推進 　保護者の勤務形態の多様化

ﾉ対応するため、通常の11時間

�zえて児童を預かる事業を拡

蛯ｷる

6園 8園
児童家

?ﾛ

6保育園の施設整備 　施設の老朽化に伴う改修や

ﾛ育需要の増加に対応した整

��iめる

実施中 継続
児童家

?ﾛ

7認可外保育施設への

x援
　認可外保育園に対し、園児

ﾌ福祉のため運営を支援する
2園 検討

児童家

?ﾛ
8保育所地域活動事業

ﾌ推進

　保育園児と地域の子ども達や

ｨ年寄りとの交流を行う
8園 8園

児童家

?ﾛ
9休日保育事業の推進 　保護者の勤務形態の多様化

ﾉ対応するため、日曜日・祝日

ﾉ児童を預かる事業を行う

検討 1園
児童家

?ﾛ

ウ子育て支援のネットワークづくり

　子育て家庭に対して、常に新しい子育て支援サービス・保育サービス情報を効果的・効率

的に提供するとともに、子育てサークルやボランティアの情報交換の場を設けて、ネットワ

ークの形成を進め、地域連帯による子育て支援を目指します。

推進事業 事業の内容 H21現在 H26目標 摘要 担当

1子育てガイドのホーム

yージ作成（再掲） 一 『 一
児童家

?ﾛ
2子育て支援ネットワー

N事業

　子育てサークルやボランティ

Aへの情報交換の場を提供し、

A携を図るとともに、ホームペー

W内容の点検を行う

実施中 検討

基幹となる地域子

轤ﾄ支援センター

ﾌ実施事業と統合

児童家

?ﾛ

工児童の健全育成

　子ども達が、放課後や週末、長期休業中において、地域の公共施設や自然環境、人的資源

塗活用して、自主的に参加し、自由に遊べ、安全に過ごすことのできる居場所づくりを進め

ます。

　また、非行や不登校などからの立ち直りの支援、虐待や性的犯罪などから子どもを守る活

動や環境浄化活動等に地域全体で取り組むなど、児童の健全育成を図るため、子どもと子育

て家庭の支援を図っていきます。
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推進事業 事業の内容 H21現在 H26目標
／摘要

担当

1児童手当の支給 　「児童手当法」に基づき小学

Z3年生修了前の児童の家庭

ﾉ手当を支給する

実施中 廃止
子ども手当の実

{に伴い廃止
児童家

?ﾛ

2子ども手当の支給
i新規）

　中学校修了前の児童の家庭

ﾉ手当を支給する

22年度

ﾀ施予定
継続

児童家

?ﾛ
3就学援助費の支給 　生活困難家庭の児童生徒に

ﾎして、就学のため経済的援助

�sう

1252名 継続 管理課

4奨学金の支給 　経済的理由で修学困難な学

ｶに奨学金を支給する
65名 継続 管理課

5高等学校入学準備金

ﾌ支給
　経済的理由で入学・修学困

?ﾈ学生に準備金を支給する
111名 継続 管理課

6児童館の整備、運営

ﾌ充実

　児童の遊び場、居場所づくり

ﾌため、児童館の整備・運営を

sう
2か所 3か所

児童家

?ﾛ

7街区公園の整備 　子どもからお年寄りまで広く

�ｬできるような街区公園の施

ﾝ整備を行う

実施中 継続
都市整

�ﾛ

8高齢者等と子どもの世

繩ﾔ交流の推進

　保育園地域活動による高齢

ﾒとの交流事業や児童センター

ﾉおける異世代交流を開催する

実施中 継続 十
保育園

@他

9社会教育事業による

qども向け講座の開催

　子どもの学習や自然体験：教

ｺの開催、障がい児・者との交

ｬを行う

実施中 継続
社会教

迚ﾛ

10公民館事業による子

ﾇも向け講座の開催

　子どもたちによる公民館普及

幕ﾆや各公民館で子ども向け

u座を行う

実施中 継続
社会教

迚ﾛ

11体育事業の推進 　スポーツ大会やセミナーなど

�J催し、子どもたちの体力づく

閧�}る

実施中 継続 体育課

12スポーツ少年団活動

ﾌ支援
　スポーツ活動を通じた心身と

烽ﾉ健康な体力づくりのための

ｭ年団の支援を行う

実施中 継続 体育課

13放課後子ども教室の
J設（新規）

　放課後や週末等に小学校の

]裕教室等を活用して、子ども

ｽちに、地域の支援者等による

Xポーツや文化の体験活動の

@会を提供する

検討 1か所
H23にモデル地
謔ﾆして1か所予

青少年

@課

14PTA連合会の支援 　各小中学校PTAの連絡調整
站ｳ育の振興活動を行うPTA
A合会に対し補助を行う

実施中 継続
青少年

@課

15教育相談事業の推

i
　家庭や学校の問題に対し、

d話や面談で教育相談員が相

k指導を行う

相談員

P人

相談員

P人

青少年

@課

16青少年電話相談の

ﾀ施
　家庭や学校、身体に関するこ

ﾆなどの相談に、カウンセラーに

謔髀阜ｾや他機関の紹介など問

濶�?�}る

実施中 継続
青少年

@課
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17不登校対策事業の 不登校の予防や適応指導教
推進 室「みらい塾」を中心に学校復

Aに向けた取り組みと個別訪問

w導を行う。子どもサポートセン

^ー（青少年課）に訪問指導ア

hバイザー（臨床心理士）を配置

ｵ、学校、家庭等からの様々な

実施中

K問指導
Aドバイザー（臨床心

搦m1人

　継続

K問指導
Aドバイザー（臨床心

搦m1人

青少年

@課

相談に対して指導助言を行う

18学校との連携 各学校や警察と連携を図り、

学校内外の児童生徒の問題行

ｮへの対応と未然防止に努め
実施中 継続

青少年

@課
る

19青少年健全育成連 学校や地域の方々が連携し

絡協議会の支援 て行う、子ども達の巡視や啓発

ﾈど健全育成活動に対し補助
実施中 継続

青少年

@課
を行う
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《基本目標》

（2）母性並び辱瓢児唇び幼児等の健康の確保と増進一

　進行する少子高齢化や核家族化、都市化、女性の社会進出、離婚率の上昇など種々の要因

によって、現代は子どもを生み育てる環境が大きく変化し、母親への大きな負担による育児

不安や親子関係の希薄化、児童虐待、思春期等の様々な問題が顕在化してきております。

　そのため、きめ細かな相談支援体制の整備や健康教育等を図るとともに、父親の育児参加

等の意識の普及に努めるほか、次代を担う子ども達が、周りの人たちの愛情を受けながら、

健やかに育つ環境づくりを推進します。

ア子どもや母親の健康の確保

　安全に妊娠・出産ができる環境づくりを推進し、乳幼児が心身ともに健やかに成長でき、保

護者も安心して育児ができる体制の整備を図るとともに、子どもや母親の健康の確保に努め

ます。

推進事業 事業の内容 H21現在 H26目標 摘要 担当

1母子健康手帳の交付 　妊娠・出産・育児まで一貫し

ﾄ健康状態などを記録する手帳

��tする

．実施中 継続 H21400件
健康推

i課

2妊産婦健康相談の推

i
　妊産婦の悩みや不安等に対

ｵ、保健師による面接や電話で

ﾌ相談、指導を行う

実施中 継続
健康推

i課

3マタニティスクール及

ﾑマタニティスクール両

eコースの開催

　初めて母親になる妊婦、また

ﾍ父親に妊娠・出産・育児に関

ｷる講座を開催する

年間

Xコース
継続

健康推

i課

4妊婦一般健康診査の

ﾀ施
　受診票を発行して健診受診

�｣進し、健康な子どもの出産

�x援する

一人

P4回分
継続

H191回分
g205回分
�狽ﾍ年度により

ﾏ動

健康推

i課

5入院助産の支援 　経済的理由で入院助産が出

?ﾈい妊産婦に対し、入院、出

Yを支援する

実施中 継続
児童家

?ﾛ

6妊産婦や乳児への母
q保健推進員による訪

竡x援

　保健師と地域のパイプ役とし

ﾄ訪問し、育児交流会や各種

幕ﾆの周知など行い、妊産婦の

ﾇ立化を防ぐ

実施中 継続 推進員30人
健康推

i課

7赤ちゃん訪問の実施
i乳児家庭全戸訪問事業）

i再掲）
一 ｝ 一

ω地域における子育て

x援のア①に掲載

健康推

i課

8乳児健康診査の推進 　3・6・10か月児を対象に健診

竏邇凵A栄養、歯科相談等の育

剋x援を行う

年36回 継続
健康推

i課

91歳6か，月児・3歳児

注N診査の実施
　幼児の心身の異常の早期発

ｩ、歯科、栄養、育児相談を行
､

年各12回 継続
健康推

i課

10フッ化物塗布の推進 　1歳から就学前の幼児を対象

ﾉ歯科健診とフッ化物塗布、歯

ﾈ相談を行う
年12回 継続

健康推

i課

11予防接種の実施 　ポリオ、BCG、三種混合、麻

]、風疹の予防接種を行って感

�ﾇを予防する
継続

健康推

i課
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12保育園での健康診

fや歯科検診による保

虫w導の推進

　園児の健康診断と虫歯予防

ﾌ歯科保健指導を行う 実施中 継続
児童家

?ﾛ

13母子保健の啓蒙活

ｮの推進
　正しい知識の普及、啓蒙のた

ﾟ広報紙への掲載や出前健康

u座を実施する

実施中 継続
健康推

i課

14マタニティスクールク

宴X会の開催

　スクール参加者が出産後に

ﾄ会する機会をつくり、育児不

ﾀの解消、仲問づくりを勧める
年5回 継続

健康推

i課

15育児交流会の開催 　離乳食講座や育児講座を行
､とともに、育児交流の場をつく 年14回 継続

健康推

i課

イ　「食育」の推進

　幼児期の食習慣がその後の健康に大きく影響を与えるといわれ、食習慣の乱れが子ども達

の心と体の成長に悪影響を及ぼすことが懸念されていることから、食事を通して心身ともに

健康な子どもの育成と、良好な親子関係づくりを月指していきます。

　また、偏った栄養摂取による肥満症や高血圧症など、生活習慣病の若年化が進んでいるこ

とから、児童生徒に「食」の指導を進めていきます。

推進事業 事業の内容 H21現在 H26目標 摘要 担当

エ保育園給食調理実習

ﾌ開催
　保育園で児童に人気の給食

＜jューを実習する
年1回 継続

児童家

?ﾛ
2地産地消の推進 　保育園給食に地元素材を多

ｭ取り入れ地産地消を普及する
実施中 継続

児童家

?ﾛ

3親と子の食毒事業の

юi
　親子で作物の栽培や収穫、

ｲ理実習や講義等を実施し食

ﾌ大切さを普及する

実施 実施
農政課ほか

､同事業
児童家

?ｿ町

4食に関する指導の推

i
　児童生徒が正しい食習慣を

gにつけるための「食に関する

w導の手引き」を作成し、食指

ｱ、食教育を実践する

手引き見直

@し実施
継続

給食セ

塔^ー

ウ思春期保健対策の充実

　思春期における喫煙や飲酒、薬物乱用、性行動による病気や妊娠中絶等の問題、あるいは

過剰なダイエットなどは、将来にわたって悪影響を及ぼすことから、思春期の子どもたちに

対し、命の大切さや思いやりの心を育てるよう啓発を行います。

推進事業 事業の内容 H21現在 H26目標 摘要 担当

1若年者への健康教育

ﾌ推進
　喫煙や飲酒、性に関する正し

｢知識の普及を図る
実施中 継続

健康推

i課他

2性教育の充実 　児童生徒の発達段階に応じ

ｽ性教育を、年間を通して計画

Iに実施する

実施中 継続 管理課

3学校での喫煙・飲酒・

�ｨ防止教育の推進

　日常の生活指導や道徳教育

ﾌ中で有害についての学習を

iめる

実施中 継続
管理課

@他
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工小児医療の充実

　子どもが健やかに生まれ育っために、子どもの緊急時に安心して病院に受診できるよう、

救急医療体制の充実と医療費助成制度を推進します。

推進事業 事業の内容 H21現在 H26目標 摘要 担当

1夜間急病センターの

p続運営
　子ども等の緊急時に安心して

纓ﾃが受けられる救急医療体

ｧを整備する
1か所 1か所

健康推

i課

2在宅当番医の実施 　早朝夕方の受診体制や休日

負ﾈ診療を行う
実施中 継続

健康推

i課

3乳幼児等医療費の助

ｬ
　乳幼児等の疾病時に医療費

ﾌ助成を行う
実施中 継続 市民課
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